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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該当

するため、第２四半期会計期間については、中間（連結）会計期間に係る主要な経営指標等の推移を記載しておりま

す。

(1）最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

連結会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

経常収益 （百万円） 5,168 6,519 7,939 11,107 13,845

正味収入保険料 （百万円） 5,024 6,397 7,587 10,858 13,592

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 151 △73 498 342 337

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）
（百万円） 193 △87 390 421 465

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 196 △86 393 415 450

純資産額 （百万円） 6,345 6,508 7,491 6,588 7,071

総資産額 （百万円） 12,360 14,265 15,936 13,382 15,355

１株当たり純資産額 （円） 388.84 394.21 446.13 400.47 424.84

１株当たり中間（当期）純利益金額

又は中間純損失金額（△）
（円） 11.88 △5.31 23.38 25.80 28.17

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） 10.62 － 21.67 23.16 25.68

自己資本比率 （％） 51.3 45.6 47.0 49.2 46.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 759 909 714 1,792 1,879

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △33 △490 △1,157 △1,936 △1,044

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 17 5 24 38 28

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 1,527 1,103 1,126 679 1,543

従業員数 （名） 237 256 251 234 240

（注）１　経常収益には、消費税等は含まれておりません。

２　第12期中間連結会計期間については新株予約権の残高はありますが、１株当たり中間純損失が計上されてい

るため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を記載しておりません。

３　従業員数は就業人員数であります。

４　第11期期末より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため

第11期中間期についても百万円単位に組替え表示しております。

５　第11期中間連結会計期間の中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。
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６　第12期中間連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成

22年６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成

22年６月30日）を適用しております。

　　第12期中間連結会計期間の中間連結貸借対照表日後に行った株式分割は、第11期連結会計年度の期首に行われ

たと仮定して１株当たり中間（当期）純利益金額または１株当たり中間純損失金額、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益金額及び１株当たり純資産額を算定しております。

７　当社は平成23年８月12日開催の取締役会決議に基づき、平成23年10月１日付で株式１株につき４株の分割を

行っております。　
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(2）提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

営業収益 （百万円） 294 269 257 568 571

経常利益 （百万円） 76 69 61 150 171

中間（当期）純利益 （百万円） 94 122 40 186 188

資本金 （百万円） 4,166 4,182 4,208 4,178 4,194

発行済株式総数 （株） 16,319,20016,512,00016,792,00016,452,80016,645,600

純資産額 （百万円） 7,723 7,967 8,125 7,836 8,058

総資産額 （百万円） 7,754 7,995 8,163 7,868 8,099

１株当たり純資産額 （円） 473.29 482.52 483.89 476.29 484.11

１株当たり中間（当期）純利益金額 （円） 5.83 7.44 2.44 11.41 11.41

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額　
（円） 5.22 6.75 2.26 10.24 10.41

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 99.6 99.6 99.5 99.6 99.5

従業員数 （名） 11 11 11 11 11

（注）１　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員数であります。

３　第11期期末より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため

第11期中間期についても百万円単位に組替え表示しております。

４　第12期中間会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月

30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年

６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年

６月30日）を適用しております。

　　第12期中間会計期間の中間貸借対照表日後に行った株式分割は、第11期事業年度の期首に行われたと仮定して

１株当たり中間（当期）純利益金額、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額及び１株当たり純

資産額を算定しております。

５　当社は平成23年８月12日開催の取締役会決議に基づき、平成23年10月１日付で株式１株につき４株の分割を

行っております。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要などから国内需要が緩やかな回復基調を示したも

のの、海外景気の減速等を背景として、引き続き不透明な状況で推移しました。

このような状況のなか、当社グループの中核子会社であるアニコム損害保険株式会社は、ペット保険募集の主力チャ

ネルとなるペットショップ代理店において、販売促進キャンペーンを実施し、新規契約の獲得を図りました。一方で、既

にペットを飼われている方々をターゲットとする一般代理店においては、金融機関代理店や生活協同組合、カーディー

ラー、職域代理店等のさらなる拡充に取り組むなど、募集力の強化に努めました。また、既存のご契約者への各種サービ

ス充実にも努め、高い継続率の維持を図りました。

以上の結果、当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。保険引受収益

7,799百万円、資産運用収益71百万円などを合計した経常収益は7,939百万円（前第２四半期連結累計期間と比べ1,419

百円増加・21.8％増）となりました。一方、保険引受費用5,478百万円、営業費及び一般管理費1,819百万円などを合計し

た経常費用は7,440百万円（同847百万円増加・12.9％増）となったことから、経常利益は498百万円（前第２四半期連

結累計期間は73百万円の経常損失）となりました。これに、特別損失、法人税及び住民税等などを加減した中間純利益は

390百万円（前第２四半期連結累計期間は87百万円の中間純損失）となりました。　

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主としてアニコム損保において支

払保険金の増加から異常危険準備金が取り崩しとなったことから、前第２四半期連結累計期間に比べて194百万円

減少し、714百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が増加したことにより前第２四半期連結累計

期間に比べて667百万円支出増加の1,157百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使にともなう株式の発行等により、24百万円の収入となり

ました。

　これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ417百万円

減少し1,126百万円となりました。
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(3）保険引受の状況

アニコム損害保険株式会社における保険引受の実績は以下のとおりであります。 

①　元受正味保険料（含む収入積立保険料）

区分

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

　

金額
（百万円）　

構成比
（％）　

対前年同四半期
増減（△）率
（％）

金額
（百万円）　

構成比
（％）　

対前年同四半期
増減（△）率
（％）

ペット保険 6,397 100.0 27.3 7,587 100.0 18.6

合計 6,397 100.0 27.3 7,587 100.0 18.6

（うち収入積立保険料） （－） (－）　 (－） （－） (－）　 (－）

（注）　元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を

控除したものであります。（積立型保険の積立保険料を含む）

　

②　正味収入保険料

区分

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

　

金額
（百万円）　

構成比
（％）　

対前年同四半期
増減（△）率
（％）

金額
（百万円）　

構成比
（％）　

対前年同四半期
増減（△）率
（％）

ペット保険 6,397 100.0 27.3 7,587 100.0 18.6

合計 6,397 100.0 27.3 7,587 100.0 18.6

　

③　正味支払保険金

区分

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

　

金額
（百万円）　

構成比
（％）　

対前年同四半期
増減（△）率
（％）

金額
（百万円）　

構成比
（％）　

対前年同四半期
増減（△）率
（％）

ペット保険 3,335 100.0 54.3 4,555 100.0 36.6

合計 3,335 100.0 54.3 4,555 100.0 36.6

　

EDINET提出書類

アニコム　ホールディングス株式会社(E24073)

四半期報告書

 7/40



(4）ソルベンシー・マージン比率

アニコム損害保険株式会社の「ソルベンシー・マージン比率」については、以下のとおりであります。

　

前事業年度

（平成24年３月31日）

（百万円）　

当第２四半期会計期間

（平成24年９月30日）

（百万円）　

(A）ソルベンシー・マージン総額 5,415 5,395

　 資本金又は基金等 4,621 5,100

　 価格変動準備金 0 1

　 危険準備金 － －

　 異常危険準備金 783 279

　 一般貸倒引当金 3 4

　 その他有価証券の評価差額（税効果控除前） 5 9

　 土地の含み損益 － －

　 配当準備金未割当部分 － －

　 持込資本金等 － －

　 繰延税金資産の不算入額　 － －

　 税効果相当額　 － －

　 負債性資本調達手段等、保険料積立金等余剰部分 － －

　 控除項目 － －

(B）リスクの合計額

√{(Ｒ5＋Ｒ8)²＋(Ｒ2＋Ｒ3)²}＋Ｒ4＋Ｒ6
3,524 3,894

　 一般保険リスク（Ｒ５） 3,415 3,773

　 第三分野保険の保険リスク（Ｒ８） － －

　 予定利率リスク（Ｒ２） － －

　 資産運用リスク（Ｒ３） 136 151

　 巨大災害リスク（Ｒ６） － －

　 経営管理リスク（Ｒ４） 106 117

(C）ソルベンシー・マージン比率（％）

[(A)/{(B)×1/2}]×100
307.2％ 277.0％

（注）　上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条及び第87条並びに平成８年大蔵省告示第50号の規定に基

づいて算出しております。　　
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＜ソルベンシー・マージン比率＞

・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てて

おりますが、巨大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が

発生した場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」（上表の(B））に対する「損害保険会社が

保有している資本金・準備金等の支払余力」（すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の(A））の割合

を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」（上表の(C））で

あります。

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。

①　保険引受上の危険

（一般保険リスク）

：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険（巨大災

害に係る危険を除く）

（第三分野保険の保険リスク）

②　予定利率上の危険

（予定利率リスク）

：実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し

得る危険

③　資産運用上の危険

（資産運用リスク）

：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発

生し得る危険等

④　経営管理上の危険

（経営管理リスク）

：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③及び⑤以外のも

の

⑤　巨大災害に係る危険

（巨大災害リスク）

：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得

る危険

・「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保

険会社の純資産（社外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み

益の一部等の総額であります。

・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用す

る客観的な指標のひとつでありますが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が

適当である」とされております。

　

(5）事業上及び財務上の対処すべき課題

　該当事項はありません。

　

　

(6）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

　

　

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年11月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,792,000 16,869,600
東京証券取引所

　（マザーズ）　

１単元の株式数は100株であ

ります。

計 16,792,000 16,869,600 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日

（注）１　

81,60016,792,000 7 4,208 7 4,097

 （注）１.新株予約権の権利行使によるものであります。

　２.平成24年10月１日から、平成24年11月28日までの間に新株予約権の行使により発行済株式総数が77,600株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ5,807千円増加しております。　　
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（６）【大株主の状況】

　 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 1,851,300 11.0

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８―１１ 1,736,800 10.3

小森　伸昭 東京都中野区 1,223,100 7.3

ソニー損害保険株式会社 東京都大田区蒲田５丁目３７―１ 1,143,200 6.8

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２―２ 781,200 4.7

ジャフコＶ１－Ｂ号投資事業有限

責任組合
東京都千代田区大手町１丁目５―１ 764,800 4.6

ＣＢＣ株式会社 東京都中央区月島２丁目１５番１３号 666,400 4.0

ＫＯＭＯＲＩアセットマネジメン

ト株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目１５―１ 550,000 3.3

アニコムホールディングス取引先

持株会
東京都新宿区下落合１丁目５―２２ 508,600 3.0

ジャフコＶ１－Ａ号投資事業有限

責任組合
東京都千代田区大手町１丁目５―１ 458,400 2.7

計 － 9,683,800 57.7

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　16,789,400 167,894
権利内容に何ら制限のない当社に

おける標準となる株式

単元未満株式 普通株式　　2,000 － －

発行済株式総数 16,792,000 － －

総株主の議決権 － 167,894 －

*単元未満株式の中には自己株式10株が含まれております。　

②【自己株式等】

平成24年９月30日現在

　所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有株式

数

（株）　

他人名義所有株式

数

（株）　

所有株式数の合計

（株）　

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）　

アニコム ホール

ディングス株式会

社

東京都新宿区下落

合１丁目５―２２
600 － 600  0.0  

　計 - 600 － 600  0.0 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】
　当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該

当するため、当第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

　

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）並びに同規則第48条及び第69条の規定に基づき「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）に準

拠して作成しております。

　

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（平成24年４月１日から平成24年９

月30日）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日）の中間財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表】
（１）【中間連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

現金及び預貯金 5,098 5,081

有価証券 7,444 8,196

有形固定資産 ※1
 93

※1
 99

無形固定資産 387 374

その他資産 1,981 1,927

未収金 839 900

保険業法第113条繰延資産 808 727

その他の資産 333 300

繰延税金資産 353 263

貸倒引当金 △5 △7

資産の部合計 15,355 15,936

負債の部

保険契約準備金 7,152 7,168

支払備金 1,001 1,228

責任準備金 6,151 5,939

その他負債 1,073 1,212

賞与引当金 55 62

特別法上の準備金 0 1

価格変動準備金 0 1

負債の部合計 8,283 8,445

純資産の部

株主資本

資本金 4,194 4,208

資本剰余金 4,084 4,097

利益剰余金 △1,211 △821

自己株式 △0 △0

株主資本合計 7,067 7,484

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3 6

その他の包括利益累計額合計 3 6

純資産の部合計 7,071 7,491

負債及び純資産の部合計 15,355 15,936
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

経常収益 6,519 7,939

保険引受収益 6,397 7,799

（うち正味収入保険料） 6,397 7,587

（うち責任準備金戻入額） － 211

資産運用収益 44 71

（うち利息及び配当金収入） 43 62

（うち有価証券売却益） 1 8

その他経常収益 78 69

経常費用 6,593 7,440

保険引受費用 4,722 5,478

（うち正味支払保険金） 3,335 4,555

（うち損害調査費） ※1
 214

※1
 289

（うち諸手数料及び集金費） ※1
 378

※1
 406

（うち支払備金繰入額） 283 226

（うち責任準備金繰入額） 509 －

資産運用費用 1 0

（うち有価証券売却損） 0 0

（うち有価証券償還損） 0 －

営業費及び一般管理費 ※1
 1,724

※1
 1,819

その他経常費用 145 143

（うち支払利息） 0 0

経常利益又は経常損失（△） △73 498

特別損失 7 0

固定資産処分損 1 0

特別法上の準備金繰入額 0 0

価格変動準備金繰入額 0 0

東日本大震災義捐金 5 －

その他特別損失 0 －

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△）

△81 497

法人税及び住民税等 18 18

法人税等調整額 △12 88

法人税等合計 6 107

少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調
整前中間純損失（△）

△87 390

中間純利益又は中間純損失（△） △87 390

EDINET提出書類

アニコム　ホールディングス株式会社(E24073)

四半期報告書

14/40



【中間連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調
整前中間純損失（△）

△87 390

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 2

その他の包括利益合計 0 2

中間包括利益 △86 393

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △86 393

少数株主に係る中間包括利益 － －
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（３）【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,178 4,194

当中間期変動額

新株の発行 3 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 4,182 4,208

資本剰余金

当期首残高 4,068 4,084

当中間期変動額

新株の発行 3 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 4,072 4,097

利益剰余金

当期首残高 △1,677 △1,211

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） △87 390

当中間期変動額合計 △87 390

当中間期末残高 △1,764 △821

自己株式

当期首残高 △0 △0

当中間期変動額

自己株式の取得 △0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 6,569 7,067

当中間期変動額

新株の発行 7 26

中間純利益又は中間純損失（△） △87 390

自己株式の取得 △0 －

当中間期変動額合計 △80 416

当中間期末残高 6,489 7,484
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 18 3

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

0 2

当中間期変動額合計 0 2

当中間期末残高 19 6

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 18 3

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

0 2

当中間期変動額合計 0 2

当中間期末残高 19 6

純資産合計

当期首残高 6,588 7,071

当中間期変動額

新株の発行 7 26

中間純利益又は中間純損失（△） △87 390

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

0 2

当中間期変動額合計 △79 419

当中間期末残高 6,508 7,491
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（４）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間
純損失（△）

△81 497

減価償却費 37 45

支払備金の増減額（△は減少） 283 226

責任準備金の増減額（△は減少） 509 △211

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 6

価格変動準備金の増減額（△は減少） 0 0

利息及び配当金収入 △42 △62

有価証券関係損益（△は益） △0 △8

支払利息 0 0

有形固定資産関係損益（△は益） 1 0

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は増加）

14 53

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は減少）

155 146

小計 885 698

利息及び配当金の受取額 40 40

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △16 △23

営業活動によるキャッシュ・フロー 909 714

投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増減額（△は増加） △350 △400

有価証券の取得による支出 △1,608 △4,680

有価証券の売却・償還による収入 1,518 3,964

資産運用活動計 △439 △1,115

営業活動及び資産運用活動計 469 △400

有形固定資産の取得による支出 △2 △22

その他 △48 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △490 △1,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 7 26

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 5 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 424 △417

現金及び現金同等物の期首残高 679 1,543

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 1,103

※1
 1,126
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　３社

　連結子会社の名称

アニコム損害保険㈱

アニコム パフェ㈱

アニコム フロンティア㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社は、anicom（動物健康促進クラブ）であります。

　非連結子会社については、総資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等の観点からみて、いずれも企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が

乏しいため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社anicom（動物健康促進クラブ）については、中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法を適用しておりません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

すべての連結子会社の中間期の末日は、中間決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法によっております。

②　その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

　なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法によっております。　

③　その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価

法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社は定率法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社は定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。　

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

開業費

５年間で均等額を償却する方法によっております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

当社及び連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づ

き過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引当てております。

　また、全ての債権については、資産の自己査定基準に基づき、各所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した内部監査室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
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②　賞与引当金

当社及び連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当中間連結会計期間

の負担額を計上しております。

③　価格変動準備金

損害保険子会社は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上してお

ります。

(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲　

　手許現金、要求払預金からなっております。

(6）消費税等の会計処理

　当社及び連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の営業費及び

一般管理費等の費用は税込方式によっております。

　なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他の資産(仮払金)に計上し、５年間で均等償却を行っております。

(7）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

　①保険業法第113条繰延資産の処理方法

　保険業法第113条の規定に従い、保険会社の免許取得後発生した事業費のうち損害保険事業の開始に要した費

用にあたる金額を保険業法第113条繰延資産として計上しております。

　保険業法第113条繰延資産の償却額の計算は、同法の規定に基づきその計上の翌連結会計年度から保険会社の

免許取得後10年までの間に均等額を償却することとしております。　

　②連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）　

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

  これによる当中間連結会計期間の経常収益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微でありま

す。

　

　

　

【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

　※１　有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度

（平成24年３月31日）　

当中間連結会計期間

（平成24年９月30日）　

168百万円　 182百万円　

　

　 

（中間連結損益計算書関係）

※１　事業費の主な内訳は次のとおりであります。

　

前中間連結会計期間

（自　平成23年４月１日

至　平成23年９月30日）　

当中間連結会計期間

（自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日）　

　 　（百万円） 　（百万円）

　給与 845 930

　外注委託費 247 263

　代理店手数料等 378 406

なお、事業費は中間連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費並びに諸手数料及び集金費の合

計であります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成23年４月１日　至平成23年９月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
当連結会計年度期首
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計
期間末株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式（注）１ 4,113,200 14,800 － 4,128,000

合計　 4,113,200 14,800 － 4,128,000

自己株式　 　 　 　 　

普通株式（注）２ 49 91 － 140

合計 49 91 － 140

（注）１普通株式の発行済株式数の増加14,800株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

　　　２普通株式の自己株式の株式数の増加91株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

当中間連結会計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
当連結会計年度期首
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計
期間末株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式（注） 16,645,600 146,400 － 16,792,000

合計　 16,645,600 146,400 － 16,792,000

自己株式　 　 　 　 　

普通株式 610 － － 610

合計 610 － － 610

（注）普通株式の発行済株式数の増加146,400株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

　

前中間連結会計期間

（自　平成23年４月１日

至　平成23年９月30日）　

当中間連結会計期間

（自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日）　

　 　（百万円） 　（百万円）

　現金及び預貯金 4,456 5,081

　定期預金 △3,353 △3,955

　現金及び現金同等物 1,103 1,126

　

　２　投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含ん

でおります。

　

　

　 

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引　

（１）リース資産の内容　

①有形固定資産　

　主としてサーバ及びその周辺機器であります。

②無形固定資産　

　ソフトウエアであります。

（２）リース資産の減価償却方法

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

　　（中間）連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。（（注）２参照）

前連結会計年度（平成24年３月31日）

　
連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（１）現金及び預貯金 5,098 5,098 －

（２）有価証券 　 　 　

満期保有目的の債券 3,098 3,141 43

その他有価証券 4,324 4,324 －　

資産計 12,521 12,565 43

　

　  当中間連結会計期間（平成24年９月30日）　

　
中間連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（１）現金及び預貯金 5,081 5,081 0

（２）有価証券 　 　 　

満期保有目的の債券 3,870 3,953 82

その他有価証券 4,304 4,304 －　

資産計 13,256 13,338 82

（注）１　金融商品の時価の算定方法

　資産

（１）現金及び預貯金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

満期のある預金については、個別の預金ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割

り引いた現在価値を算定しております。

（２）有価証券　　

株式については取引所の価格によっており、債券については日本証券業協会の公表する公社債店頭

売買参考統計値表に表示される価格または取引金融機関から提示された価格等によっております。　

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次のとおりであり、「（２）有価証券」

には含めておりません。　

　
　前連結会計年度

（平成24年３月31日）　

　当中間連結会計期間

（平成24年９月30日）　

　非上場株式 21百万円　 21百万円

　上記金融商品は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから

時価開示の対象とはしておりません。　

３　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明　

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成24年３月31日）　

　 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの　

公社債 3,098 3,141 43

合計 3,098 3,141 43

　

当中間連結会計期間（平成24年９月30日）

　 種類
中間連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が中間連結貸借対

照表計上額を超えるも

の　　

公社債 3,659 3,742 82

小計　 3,659 3,742 82

時価が中間連結貸借対

照表計上額を超えない

もの　　

公社債 210 210 △0

小計　 210 210 △0

合計 3,870 3,953 82

　

２．その他有価証券

前連結会計年度（平成24年３月31日）

　 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）　

取得原価

（百万円）　
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の　　

公社債 501 500 1

その他 2,169 2,165 4

小計 2,671 2,665 6

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの　

株式 3 3 △0

その他 1,649 1,649 －

小計 1,652 1,653 △0

合計 4,324 4,318 5

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。

　

当中間連結会計期間（平成24年９月30日）

　 種類
中間連結貸借対照表

計上額（百万円）　

取得原価

（百万円）　　
差額（百万円）

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

るもの　　

公社債 716 713 2

株式 2 2 0

その他 2,705 2,695 9

小計 3,423 3,411 12

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

ないもの　

株式 11 13 △2

その他 869 869 －

小計 880 882 △2

合計 4,304 4,294 10

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
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（金銭の信託関係）

該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社グループは、保険業法第３条に基づき損害保険業の免許を取得したアニコム損害保険株式会社が

行う損害保険事業（ペット保険）を中核事業としております。

　従って、損害保険事業を報告セグメントとしております。

　「損害保険事業」は、ペット保険の保険引受業務及び資産運用業務を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

（単位：百万円）　 

　

　

報告セグメント　　 その他

（注）１　

合計

（注）２　損害保険事業　　

　外部顧客への経常収益  6,440 78　 6,519　

　セグメント間の内部経常収益又は振替高　 － － －

計 6,440 78 6,519

　セグメント利益又はセグメント損失（△） △92　 18 △73　

　セグメント資産 14,148　 117　 14,265　

　セグメント負債 7,702　 54　 7,756　

　その他の項目 　 　 　

　減価償却費 36　 0　 37　

　資産運用収益 41　 2　 44　

　支払利息 0　 0　 0　

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 51　 2　 54　

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院支援事

業、保険代理店事業等を含んでおります。

　　　　２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、中間連結損益計算書の経常損失と一致しておりま

す。
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　当中間連結会計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

（単位：百万円）　 

　

　

報告セグメント　　 その他

（注）１　

合計

（注）２　損害保険事業　　

　外部顧客への経常収益  7,871 68　 7,939　

　セグメント間の内部経常収益又は振替高　 － － －

計 7,871 68 7,939

　セグメント利益 491　 7 498　

　セグメント資産 15,823　 113　 15,936　

　セグメント負債 8,391　 54　 8,445　

　その他の項目 　 　 　

　減価償却費 44　 1　 45　

　資産運用収益 69　 1　 71　

　支払利息 0　 －　 0　

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 38　 0　 38　

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院支援事

業、保険代理店事業等を含んでおります。

　　　　２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と一致しております。

　

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への経常収益が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

　

　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

　　

EDINET提出書類

アニコム　ホールディングス株式会社(E24073)

四半期報告書

28/40



（１株当たり情報）

　１．１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。　

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当中間連結会計期間
（平成24年９月30日）

１株当たり純資産額 424円84銭 446円13銭

（算定上の基礎） 　 　

純資産の部の合計額（百万円） 7,071 7,491

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（百万円）
7,071 7,491

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
16,644,990 16,791,390

　

　２．１株当たり中間純利益金額または１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎、並びに潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

(1）１株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額

（△）
△5円31銭 23円38銭

（算定上の基礎） 　 　

中間純利益金額又は中間純損失金額（△）

（百万円）
△87 390

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る中間純利益金額又は

中間純損失金額（△）（百万円）
△87 390

普通株式の期中平均株式数（株） 16,477,757 16,707,407

　 　 　

(2）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 － 21円67銭

（算定上の基礎） 　 　

中間純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） － 1,315,528

（うち新株予約権）（株） （－） （1,315,528）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

第４回ストックオプション

（新株予約権の数563個）

第４回ストックオプション

（新株予約権の数531個）

（注）　前中間連結会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については潜在株式は存在するものの、

１株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　 　該当事項はありません。
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３【中間財務諸表】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当中間会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 975 1,107

売掛金 57 45

有価証券 318 319

その他 97 41

繰延税金資産 21 12

流動資産合計 1,471 1,526

固定資産

有形固定資産 ※1
 44

※1
 51

無形固定資産 9 10

投資その他の資産

関係会社株式 6,534 6,534

その他 40 40

投資その他の資産合計 6,574 6,574

固定資産合計 6,628 6,637

資産合計 8,099 8,163

負債の部

流動負債

未払法人税等 3 12

賞与引当金 1 1

その他 36 24

流動負債合計 41 38

負債合計 41 38

純資産の部

株主資本

資本金 4,194 4,208

資本剰余金

資本準備金 4,084 4,097

資本剰余金合計 4,084 4,097

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △221 △180

利益剰余金合計 △221 △180

自己株式 △0 △0

株主資本合計 8,058 8,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 8,058 8,125

負債純資産合計 8,099 8,163
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（２）【中間損益計算書】
（単位：百万円）

前中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業収益

経営管理料 269 257

営業収益合計 269 257

営業費用

販売費及び一般管理費 ※1
 203

※1
 198

営業費用合計 203 198

営業利益 66 59

営業外収益

受取利息 1 1

有価証券利息 0 0

有価証券売却益 0 －

その他 0 0

営業外収益合計 2 1

営業外費用

支払利息 0 －

営業外費用合計 0 －

経常利益 69 61

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税引前中間純利益 69 61

法人税、住民税及び事業税 △55 11

法人税等調整額 1 9

法人税等合計 △53 20

中間純利益 122 40
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（３）【中間株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

前中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,178 4,194

当中間期変動額

新株の発行 3 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 4,182 4,208

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 4,068 4,084

当中間期変動額

新株の発行 3 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 4,072 4,097

資本剰余金合計

当期首残高 4,068 4,084

当中間期変動額

新株の発行 3 13

当中間期変動額合計 3 13

当中間期末残高 4,072 4,097

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △409 △221

当中間期変動額

中間純利益 122 40

当中間期変動額合計 122 40

当中間期末残高 △287 △180

利益剰余金合計

当期首残高 △409 △221

当中間期変動額

中間純利益 122 40

当中間期変動額合計 122 40

当中間期末残高 △287 △180

自己株式

当期首残高 △0 △0

当中間期変動額

自己株式の取得 △0 －

当中間期変動額合計 △0 －

当中間期末残高 △0 △0
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（単位：百万円）

前中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

株主資本合計

当期首残高 7,837 8,058

当中間期変動額

新株の発行 7 26

中間純利益 122 40

自己株式の取得 △0 －

当中間期変動額合計 129 67

当中間期末残高 7,967 8,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △0 －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

0 －

当中間期変動額合計 0 －

当中間期末残高 － －

評価・換算差額等合計

当期首残高 △0 －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

0 －

当中間期変動額合計 0 －

当中間期末残高 － －

純資産合計

当期首残高 7,836 8,058

当中間期変動額

新株の発行 7 26

中間純利益 122 40

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

0 －

当中間期変動額合計 130 67

当中間期末残高 7,967 8,125
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【重要な会計方針】

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法によっております。

(2）関係会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。

(3）その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

　なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法によっております。

(4）その他有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものの評価は、移動平均法に基づく原価法

によっております。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　　有形固定資産の減価償却は定率法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　５～15年

工具、器具及び備品　４～15年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法によっております。

　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

３　引当金の計上基準

　　賞与引当金

　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当中間会計期間の負担額を計上しております。

４　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

５　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）　

　当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

  これによる当中間会計期間の、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。

　

　

　

【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

前事業年度

（平成24年３月31日）　

当中間会計期間

（平成24年９月30日）　

89百万円　 95百万円　

　

　 

　

　

　

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額　

前中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）　

当中間会計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）　

有形固定資産　　　　　　　　　　　　6百万円　 有形固定資産　　　　　　　　　　　　5百万円　

無形固定資産　　　　　　　　　　　　1百万円　 無形固定資産　　　　　　　　　　　　1百万円　

　

　

　 　

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
当事業年度期首

　株式数（株）　

当中間会計期間

増加株式数（株）　

当中間会計期間

　減少株式数（株）　

当中間会計期間末

株式数（株）　

　自己株式 　 　 　 　
　普通株式 49　 91 － 140
　合計 49 91 － 140

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加91株は、単元未満株式の買取による増加であります。　

　

当中間会計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
当事業年度期首

　株式数（株）　

当中間会計期間

増加株式数（株）　

当中間会計期間

　減少株式数（株）　

当中間会計期間末

株式数（株）　

　自己株式 　 　 　 　
　普通株式 610　 － － 610
　合計 610 － － 610
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（リース取引関係）

該当事項はありません。

　

　

（有価証券関係）

前事業年度（平成24年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式6,534百万円）は、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

　

当中間会計期間（平成24年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式6,534百万円）は、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

　

　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

(1）１株当たり中間純利益金額 7円44銭 2円44銭

（算定上の基礎） 　 　

中間純利益金額（百万円） 122 40

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る中間純利益金額（百万円） 122 40

普通株式の期中平均株式数（株） 16,477,757 16,707,407

　 　 　

(2）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 6円75銭 2円26銭

（算定上の基礎） 　 　

中間純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 1,689,685 1,315,528

（うち新株予約権）（株） （1,689,685） （1,315,528）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

第４回ストックオプション

（新株予約権の数563個）

第４回ストックオプション

（新株予約権の数531個）

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

　

４【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

   平成２４年１１月２８日

    

アニコム ホールディングス株式会社    

取締役会　御中    

   

    

 新日本有限責任監査法人
    

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 小澤　裕治　　印

    

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石井　広幸　　印

    

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるアニコムホールディングス株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の中間連
結会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対
照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算
書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
　
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財
務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情
報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に
準拠して、アニコム ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する中間連結会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　
　（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。
２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

   平成２４年１１月２８日

    

アニコム ホールディングス株式会社    

取締役会　御中    

   

    

 新日本有限責任監査法人
    

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 小澤　裕治　　印

    

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 石井　広幸　　印

    

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるアニコムホールディングス株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第１３期事業年度の中
間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
　
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づ
き中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及
び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アニコム ホールディングス株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　
　（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。
２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

アニコム　ホールディングス株式会社(E24073)

四半期報告書

40/40


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１中間連結財務諸表
	（１）中間連結貸借対照表
	（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
	中間連結損益計算書
	中間連結包括利益計算書

	（３）中間連結株主資本等変動計算書
	（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書
	中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	会計方針の変更
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報


	２その他
	３中間財務諸表
	（１）中間貸借対照表
	（２）中間損益計算書
	（３）中間株主資本等変動計算書
	重要な会計方針
	会計方針の変更
	注記事項


	４その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

